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新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（令和２年２月 13 日新型コ

ロナウイルス感染症対策本部）(抜粋） 

 

２．緊急対応策 

（４）影響を受ける産業等への緊急対応 

○観光業等の中小企業・小規模事業者対策等 

新型コロナウイルス感染症の国際的な広がりの影響を受けている中小企業、小規模事

業者に対して、日本政策金融公庫等による貸付や信用保証協会によるセーフティネット

保証により、資金繰り支援を実施する。特に、日本政策金融公庫等において、新型コロ

ナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、資金繰り支援の必要がある場合、売

上高の減少等の程度に関わらず、セーフティネット貸付の対象とするよう、要件を緩和

する。また、信用保証については、特に重大な影響が生じている業種について通常とは

別枠で借入債務の 80%を保証するセーフティネット保証５号を実施するとともに、自治

体の要請があった場合に通常とは別枠で借入債務の 100%を保証するセーフティネット保

証４号を実施する。さらに、一時的な業況悪化等の支障をきたしている旅館業等営業者

等に対して、経営を安定させるために必要な資金繰り支援を行う。これらの資金繰り支

援を的確に実施するため、日本政策金融公庫等に新型コロナウイルス感染症対策のため

の緊急貸付・保証枠として 5,000 億円を確保する。 

（略） 


